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景観まちづくり活動・教育部門

活動概要 審査講評

活動エリア
応 募 者

小川町の町なかを流れる槻川は、和紙や絹、酒などの伝
統産業を育んできた。川と街道が繁栄をもたらした町の
中心部には、路地や水路が張り巡らされ、生活感のある景
観を形成している。商都として繁栄した時代の、人々の
営みを伝える景観が小川町の魅力である。2017 年には埼
玉県の景観モデル地区に選定された。

2016 年に当地区で設立された小川町創り文化プロジェ
クトは、この町の景観を現代に活かしながら保全する活
動を行政と連携しながら行なっている。2017 年には町内
の遊休地をイベントなどが開催できる広場として再生、
2018 年には旧養蚕伝習所の「玉成舎」の再生に関わった。
また、歴史的景観の重要な要素となる建物を登録有形文
化財にするために活動しており、2021 年までに 3 棟の建
物が登録有形文化財となった。日常的な活動としては、
年に 5 回程度のまち歩きを開催。毎年１回は、県の事業を
町が受け継いた「景観まち歩き」を実施している。

9 年間にわたる当 NPO の活動によって、小川町の歴史
的景観の価値が町内外に知られるようになり、まち歩き
の要請も増えている。今後も行政や市民と手を携えた活
動を継続し、小川町の重要な地域資源である歴史的景観
を次の世代に伝えていきたい。

埼玉県小川町
特定非営利活動法人小川町創り文化プロジェクト、小川町都市政策課

小川町の歴史的建造物、町並みを保存活用する活動が評価
され、特別賞とした。かつては商都として繁栄した小川町は、
人口が減少、貴重な景観が失われていく危機に瀕していた。
しかし、関係者の努力によって、古き良き景観の多くが保た
れ、また時代の新たな要請にも対応する町に生まれ変わり
つつある。

2016 年、地域住民有志によって立ち上げられた「NPO 法
人小川町創り文化プロジェクト」は、景観保全のため、建造物
の所有者に対する保全協力の働きかけを行ったり、地域住民
をはじめ町内外者を対象にした継続的なシンポジウムやまち
歩きなどを開催したりしてきた。旧養蚕伝習所や五軒長屋を
活用した結果、古い建物の商業施設への活用が増え、観光客
も増えてきている。今後は旧埼玉県立製紙工業試験場の保全・
活用等の提案を模索している。同法人が行政と連携しながら
行った活動は多岐にわたり、双方向に影響し合う中で、町の
魅力が多くの人たちに伝わっていることを今後も期待した
い。小川町では工夫が施された標識が随所に設置されていた
り、美しい河川に飛び石が設置されている。これらは行政に
よる取り組みだが、地域住民や、町を訪れる方々にとっては、
保存された建造物などとのつながりをもった景観となってい
る。また、ワーキングスペースとして活用されているカフェ
に集まる人々の様子から、小川町が居心地のよい町として魅
力を醸し出し、観光目的以外の人々をも惹きつけているとの
評価がなされている。今後は学校教育との関連の推進など、
未来への広がりも視野に入れ、益々の発展を期待している。

（楚良）

和紙と絹で栄えた商都の景観を守り活かす
特別賞 「都市景観の日」実行委員会 会長賞

まち歩きの様子。水辺空間として町と県が整備した栃本親水公園を案内して
いる。

裏通りに残る 5軒長屋。小川町を代表する歴史的景観。当 NPO の申請によ
り、2021 年に登録有形文化財になった。

2018年に県の助成を得て作成した「町並みマップ」。町の近い未来を想定
したイラストで町並みを紹介している。作成から6年、イラストで描いた
ように再生された建物もある。

当NPOが町や商工会とともに保存再生に関わった、旧養蚕伝習所「玉成舎」（明
治19年築）。雑貨店やカフェも入る複合施設として2018年にオープンした。床
張りや壁塗り、外構などはワークショップ参加者が行なった。
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景観まちづくり活動・教育部門

川名ひよんどりの里 ～市民が育む歴史と風土に根ざした暮らしの景観～

特別賞 「都市景観の日」実行委員会 会長賞

活動概要 審査講評

活動エリア
応 募 者

当地域では、昭和50年（1975）に設立された川名ひよんど
り保存会を中心に、子供から高齢者まで地域住民が一体とな
り、歴史的景観を今に伝える「川名ひよんどりの里」の景観
形成に取り組んでいる。地域住民のふれあいの場となってい
る伝統行事の継承活動のほか、中山間地域の景観特性（棚田、
花木（かぼく）が栽培される段々畑、伝統的な面影を残す住
宅等）を地域住民が再認識するとともに、歴史的建造物保存
修理や史跡看板設置等、日常の風景に埋もれていた歴史遺産
を、景観資源として磨き上げ（顕在化）することで歴史的景
観の維持と地域活性化に取り組んでいる。 

特に、地域社会の変容が著しい中山間地域におけるコミュ
ニティ（地縁に基づく地域型コミュニティ）活性化の新たな
形として、伝統行事「ひよんどり」を核に、学生団体・NPO
法人わたぼうしグランドデザイン・一般社団法人 College 
Impact Japan といった多様な主体（テーマ型コミュニティ）
との連携を深化している。少子化や人口減少の影響を受けな
がらも、伝統と変革を融合しながら新たなコミュニティを創
造することで、歴史的な集落景観の保全を図るとともに、地
域の魅力を発信するための取り組みを展開している。 

静岡県浜松市
川名ひよんどり※)保存会、NPO 法人わたぼうしグランドデザイン、一般社団法人 College Impact Japan、浜松市

川名川を挟む中山間地域で、江戸時代から今日まで 110
世帯程と変わらない川名集落内での取組。平地には水田が
広がり、段々畑の斜面地には花木栽培で繰り広げられてきた
田遊びの一種のひよんどり祭りの伝統芸能を保存している
地域。保存継承のため保存会は、正月の同祭り、農事や山
仕事との関わりが深い行事を各集落や集落全体で行ってき
ている。それを担う若年層の減少する中で、地域の課題に対
し新たな枠組による取組として高く評価し特別賞となった。

社殿・鳥居・祠等の単体の建造物が巨岩・谷水・滝・社
叢林等の地形地質・水系水利・植物相と一体化し、人と自
然の相互作用によって育まれた暮らしの景観を醸成して
いる祭事を営むだけに留まらず、自然・歴史・文化と生活
空間との一体性を再認識することが可能な地域性を有し、
NPO 法人と一般社団法人の二組織による「テーマ型コミュ
ニティ」と保存会による「地域型コミュニティ」が連携・
共創している取組で、「地域継承・創生」の新しいカタチ
であること、さらに「かわなホーミーズ」の活動に顕著な
中山間地域に暮らす児童等の「社会との接続の場」を創出
し、他地域の児童・生徒からの参加意欲も高める等、次世
代育成にも大きく貢献していること、「伝統と変革」をし
なやかに融合させながら推進し、日常の風景に埋もれてい
た史跡を歴史的景観資源として磨き上げてきた取組として
高く評価された。（小澤）

川名集落の暮らしの景観。（川名川沿いの低地に営まれる水田と畦畔木）

伝統行事 「川名のひよんどり」 に参加する若者。

「かわなホーミーズ」実施状況。（地域の小学生とそれを指導する NPO 法人
と一般社団法人の皆様）

伝統行事「川名のひよんどり」準備作業に参加する若者。

か わ な が わ

※) ひよんどり：“ 火踊り “ が訛った名称で、国指定重要無形民俗文化財。
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景観まちづくり活動・教育部門

沖縄らしい風景づくりに係る人材育成事業

特別賞 「都市景観の日」実行委員会 会長賞

活動概要 審査講評

活動エリア
応 募 者

当該事業では、「風景づくりサポーター」、「地域景観リー
ダー」及び「景観行政コーディネーター」の育成を行っ
ている。

景観に関する地域活動に参加する幅広い世代の住民か
らなる「風景づくりサポーター」の育成では、ワークショッ
プを開催し、各地域の景観のあり方や、どのような活動が
必要かを話し合い、その中で提案された活動に対し、活動
費の助成や講師の派遣などを行っている。

地域の意見をまとめ、活動を推進していくキーパーソ
ンからなる「地域景観リーダー」の育成では、サポーター
の中からリーダーとなる人材を発掘し、学習会や地域間
のネットワークの構築にも取り組んでいる。

行政職員を対象とする「景観行政コーディネーター」
の育成では、住民と行政が協力して地域の風景づくりに
取り組めるような知識やノウハウを習得するため、研修
会や先進地視察などを行っている。

当該事業を開始して 12 年目になるが、参加した地域の
方から好評をいただいており、これまでの参加実績は延
べ約 5760 名となっている。単に活動の結果として生まれ
る風景だけではなく、その過程で集い、知り、学び、考え、
つくるそれぞれの意味を感じ次世代へ伝えていけるよう
に努めている。

沖縄県那覇市、浦添市
‟美ら島沖縄”風景づくり協議会、首里当蔵町自治会、首里儀保町自治会、城西小学校区まちづくり協議会、
首里三ヶ城南校区まちづくり協議会、浦添市前田自治会、浦添市仲間自治会

沖縄県が設立した「” 美ら島 ” 沖縄風景づくり協議会」は、
風景づくりを推進するモデル地区として先導地区 2 箇所

（「首里城周辺地区」、「浦添グスク周辺地区」）、促進地区 6
箇所を定め、住民発意の自力建設プロジェクトに対して、
財政的支援と専門家派遣を実施してきた。この 12 年間で、
対象市町村数は 9、プロジェクト地区数は 21 にのぼる。

具体的には、コミュニティが管理する公民館の外構整備
や周辺住宅地の歩道整備と緑化、祈りの場である拝所の修
景、生活と交流の場である井戸を中心とした小広場の修復、
さらに歴史文化シンボルのイルミネーション等様々な事業
がある。また、小学生が自らの卒業証書作成のために芭蕉
紙の紙漉きを行ったことを契機に、小学校および周辺に沖
縄特有の芭蕉を植樹するプロジェクトは興味深い。住民発
意のプロジェクトが次々と新たな景観まちづくりに波及し
ていくことは、モデル事業にふさわしい。

プロジェクトの推進にあたっては、地域のまちづくり専
門家と地元の自治会等が住民ワークショップ等を企画運営
することによって、コミュニティの醸成を図っている点も
優れている。修景した空間を持続的に景観管理する住民が
着実に育ってきている本事業は、特別賞として評価できる。

（卯月）

首里儀保町歴史講座後のワークショップ。

浦添前田　石畳道ライトアップの様子。

城西小学校まちづくり協議会
首里城公園にて芭蕉紙の紙漉きを行っている様子。

浦添仲間　現地講習会の様子。

ちゅ　　しま
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令和 7 年度は、下記の通り「都市空間部門」と「景観まちづくり活動・教育部門」について募集・審査しました。

令和 7 年度  都市景観大賞について

■主催：「都市景観の日」実行委員会
（公財）都市づくりパブリックデザインセンタ－、（公財）都市計画協会、（一社）日本公園緑地協会、（独）都市再生機構、
（一財）民間都市開発推進機構、（公社）日本都市計画学会、（一財）都市みらい推進機構、（公社）街づくり区画整理協会、
（一社）日本屋外広告業団体連合会、全国景観会議、都市景観形成推進協議会、歴史的景観都市協議会、全国街路事業促進協議会

■後援：国土交通省

＊下線は協賛団体も兼ねています

■協賛団体：
（一財）都市文化振興財団、（一財）計量計画研究所、（公財）区画整理促進機構、（公社）日本交通計画協会、（一社）再開発コーディネーター協会、 
（一社）日本造園建設業協会、（一財）公園財団、（一社）ランドスケ－プコンサルタンツ協会、（公社）日本下水道協会、
（公財）自転車駐車場整備センター、（公社）立体駐車場工業会、全国土地区画整理事業推進協議会、都市再開発促進協議会

■事務局：（公財）都市づくりパブリックデザインセンター
　　　　　〒 112 -0013 東京都文京区音羽２丁目２番２号  アベニュー音羽２階    TEL 03 -6912 -0799    URL https://www.udc.or.jp

Ⅰ 都市空間部門について
１. 表彰目的
都市景観大賞「都市空間部門」は、良好な都市景観を生み出す優れ
た事例を選定し、その実現に貢献した関係者を顕彰し、広く一般に
公開することにより、より良い都市景観の形成を目指すものです。

３. 対象地区の要件
本賞は、街路・公園・水辺・緑地等のパブリックスペースと建物
等が一体となって良質で優れた都市景観が形成され、それを市民
が十分に活用することによって、地域の活性化が図られている地
区を対象とします。単独の「公共施設・民間建築物（付属公開空
地等を含む場合も同じ）・構造物（付属公開空地等を含む場合も同
じ）」は対象になりません。

４. 応募者の資格
良質で優れた都市景観の実現に深く寄与した地方公共団体、まち
づくり組織、市民団体、民間企業・コンサルタント、独立行政法人、
公社等とします。
※多くの関係者による共同応募が望ましいですが、単独でも応募者になれます。
※応募者に地方公共団体が含まれない場合には、地方公共団体の確認を得たう
　えで応募してください。

５. 審査
「都市景観の日」実行委員会内に設置される都市景観大賞審査委員

会において、応募図書等をもとに、内容を審査（書類選考、現地視察、
ヒアリング）した上で、表彰地区を選定します。

６. 審査委員
［委員長］

陣内　秀信    法政大学特任教授、中央区立郷土天文館館長
［委　員］

池邊このみ    千葉大学  グランドフェロー
卯月　盛夫    早稲田大学名誉教授
岸井　隆幸   （公財）都市づくりパブリックデザインセンター理事長、
　　　　　   （一財）計量計画研究所代表理事
佐々木　葉    早稲田大学教授
高見　公雄    法政大学教授
田中　一雄    （株）GK デザイン機構代表取締役
富田　泰行    トミタ・ライティングデザイン・オフィス代表取締役
国土交通省    都市局公園緑地 ･ 景観課長
国土交通省    都市局市街地整備課長
国土交通省    住宅局市街地建築課長

（順不同、敬称略、2025 年 8 月時点）

Ⅱ 景観まちづくり活動・教育部門について
１. 表彰目的
都市景観大賞「景観まちづくり活動・教育部門」は、地域に関わ
る人々が景観に関心を持ち、自らの問題として捉え、その解決へ向
けて活動できるよう意識啓発、知識の普及、景観法や景観に関する
制度等（以下 ｢景観制度｣ という。） を活用した取組等による活動
を選定・顕彰し、広く一般に公開することにより、より良い都市景
観の形成を目指すものです。

３. 対象活動の要件
景観まちづくり教育の実施や、街歩きや景観に関するセミナーの
開催、景観制度を活用した取組等景観まちづくり活動の実施によ
る良好な景観形成等のための活動を地域に根差して行っており、
それらが地域の人々の景観への意識・関心の高揚等につながって
いる優れた活動を対象とします。

４. 応募者の資格
景観まちづくり活動や景観まちづくり教育による意識啓発、知識
の普及、景観制度を活用した取組等を行っている、学校、まちづく
り組織、市民団体、地方公共団体等で、かつ、地域に根差した活動
を 3 年以上継続して実施している団体とします。

５. 審査
「都市景観の日」実行委員会内に設置される都市景観大賞審査委員

会において、応募図書等をもとに、内容を審査（書類選考、現地視察、
ヒアリング）した上で、表彰活動を選定します。

６. 審査委員
［委員長］

小澤紀美子　東京学芸大学名誉教授
［委　員］

卯月　盛夫    早稲田大学名誉教授
楚良　　浄    元東京都公立学校指導教諭
福井　恒明    法政大学教授
国土交通省    都市局公園緑地 ･ 景観課長

（順不同、敬称略、2025 年 8 月現在）

２. 表彰内容
① 大賞（国土交通大臣賞）	 　              1 地区
② 優秀賞    　　　　　　　　　　　　  数地区
特別賞を適宜選定し、その位置づけは、審査委員会で決定すること
とします。

２. 表彰内容
① 大賞（国土交通大臣賞）	 　              1 活動
② 優秀賞    　　　　　　　　　　　　  数活動
特別賞を適宜選定し、その位置づけは、審査委員会で決定すること
とします。






